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税
特
別
措
置
法

　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
六
・
三
・
三
一
法
一

〇
）
本
則
一
〇
条
（
平
成
二
九
・
一
・
一
施
行
）

・
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
七
・
九
・
二
八
法
七
四
）

附
則
一
三
条
（
平
成
二
八
・
九
・
二
七
ま
で
に
施
行
）

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）

第
二
八
条
の
四
①
　
個
人
が
、
他
の
者
か
ら
取
得
を
し
た
土
地
（
国
内
に
あ

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
土
地
の
上
に
存
す

る
権
利
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て　「
土
地
等
」
と
い
う
。）で
事
業
所
得
又

は
雑
所
得
の
基
因
と
な
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
年
一
月
一
日
に
お
い
て
所

有
期
間
が
五
年
以
下
で
あ
る
も
の
（
そ
の
年
中
に
取
得
を
し
た
土
地
等
で

政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。）の
譲
渡
（
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
設
定
そ

の
他
契
約
に
よ
り
他
人
に
土
地
を
長
期
間
使
用
さ
せ
る
行
為
で
政
令
で
定

め
る
も
の
（
次
項
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て　「
賃
借
権
の
設
定
等
」

と
い
う
。）及
び
土
地
等
の
売
買
又
は
交
換
の
代
理
又
は
媒
介
に
関
し
報
酬

を
受
け
る
行
為
そ
の
他
の
行
為
で
土
地
等
の
譲
渡
に
準
ず
る
も
の
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て　「
土
地
の
譲
渡

等
」
と
い
う
。）を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
譲
渡
等
に
よ
る
事
業
所

得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
二
十
二
条
及
び
第
八
十
九
条

並
び
に
第
百
六
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、

そ
の
年
中
の
当
該
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得

の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て　「
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。）に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
金
額
に
相
当
す
る
所
得
税

を
課
す
る
。

一
・
二
　（
略
）

②
―
⑥
　（
略
）

（
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
）

第
三
一
条
①
　
個
人
が
、
そ
の
有
す
る
土
地
若
し
く
は
土
地
の
上
に
存
す
る

権
利
（
以
下
第
三
十
二
条
ま
で
に
お
い
て　「
土
地
等
」
と
い
う
。）又
は
建

物
及
び
そ
の
附
属
設
備
若
し
く
は
構
築
物
（
以
下
第
三
十
二
条
ま
で
に
お

い
て　「
建
物
等
」
と
い
う
。）で
、
そ
の
年
一
月
一
日
に
お
い
て
所
有
期
間

が
五
年
を
超
え
る
も
の
の
譲
渡
（
所
得
税
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
建
物
又
は
構
築
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
設

定
そ
の
他
契
約
に
よ
り
他
人
に
土
地
を
長
期
間
使
用
さ
せ
る
行
為
で
政
令

で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
第
三
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）を
し

た
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
に
よ
る
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十

二
条
及
び
第
八
十
九
条
並
び
に
第
百
六
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

他
の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
年
中
の
当
該
譲
渡
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額

（
同
法
第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
額
の
控

除
を
し
な
い
で
計
算
し
た
金
額
と
し
、
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、

同
項
後
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
計
算
し
た
金
額
を
限
度
と
し
て

当
該
損
失
の
金
額
を
控
除
し
た
後
の
金
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第

三
十
一
条
の
四
に
お
い
て　「
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。）に
対

し
、
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
同
法
第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
。
以
下
第
三
十
一
条
の
三
ま
で
に
お
い

て　「
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
」
と
い
う
。）の
百
分
の
十
五
に
相
当
す
る

金
額
に
相
当
す
る
所
得
税
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
長
期
譲
渡

所
得
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
そ
の

他
所
得
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
の
金

額
は
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

②
③
　（
略
）

（
収
用
等
に
伴
い
代
替
資
産
を
取
得
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例
）

第
三
三
条
①
②
　（
略
）

③
　（
柱
書
略
）

一
　
土
地
等
が
土
地
収
用
法
等
の
規
定
に
基
づ
い
て
使
用
さ
れ
、
補
償
金

を
取
得
す
る
場
合
（
土
地
等
に
つ
い
て
使
用
の
申
出
を
拒
む
と
き
は
土

地
収
用
法
等
の
規
定
に
基
づ
い
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
土
地
等
が
契
約
に
よ
り
使
用
さ
れ
、
対
価
を
取
得
す
る
と

き
を
含
む
。）に
お
い
て
、
当
該
土
地
等
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
所
得
税

法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
物
又
は
構
築
物
の
所
有
を
目
的

と
す
る
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
設
定
そ
の
他
契
約
に
よ
り
他
人
に
土
地

を
長
期
間
使
用
さ
せ
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
第
三
十
七

条
の
九
ま
で
及
び
第
三
十
七
条
の
九
の
五
に
お
い
て　「
譲
渡
所
得
の
基

因
と
な
る
不
動
産
等
の
貸
付
け
」
と
い
う
。）に
該
当
す
る
と
き
（
政
令

で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）。

二
　（
略
）

④
―
⑥
　（
略
）

（
医
療
法
人
の
持
分
に
係
る
経
済
的
利
益
に
つ
い
て
の
贈
与
税
の
納
税
猶

予
及
び
免
除
）

第
七
〇
条
の
七
の
五
①
―
⑤
　（
略
）

⑥
　
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
認
定
医
療
法
人
が
認
定
移
行
計
画
に
記

載
さ
れ
た
移
行
期
限
ま
で
に
基
金
拠
出
型
医
療
法
人
へ
の
移
行
を
す
る
場

合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
受
贈
者
が
有
す
る
当
該
認

定
医
療
法
人
の
持
分
の
一
部
を
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
放
棄

し
、
そ
の
残
余
の
部
分
を
当
該
基
金
拠
出
型
医
療
法
人
の
平
成
十
八
年
医

療
法
等
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
基
金

（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
一
項
第
二
号
に
お
い
て　「
基
金
」
と
い
う
。）と

し
て
拠
出
し
た
と
き
は
、
当
該
受
贈
者
の
納
税
猶
予
分
の
贈
与
税
額
の
う

ち
基
金
と
し
て
拠
出
し
た
額
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
基
金
拠
出
型
医
療
法
人
へ
の
移
行

の
た
め
の
定
款
の
変
更
に
係
る
医
療
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

都
道
府
県
知
事
の
認
可
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
月
を
経
過
す
る
日
（
当
該
認

可
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
二
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
受
贈
者

が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
受
贈
者
の
相
続
人
が
当
該
受
贈
者
の
死
亡

に
よ
る
相
続
の
開
始
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
六
月
を
経

過
す
る
日
）
を
も
つ
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限

と
す
る
。

⑦
―
⑯
　（
略
）

1


